
112022（令和４）年６月号

市内の事業者の皆さんへ 申請受付
６月３日㈮午後５時20分まで

釧路市中小企業・小規模事業者活性化補助金

「ビズサポ補助金」のお知らせ

市役所商業労政課（黒金町7-5M31-4548）P bizusapohojo@city.kushiro.lg.jp問合・提出先

ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、売上アップや人材確保などに積極的に取り組む中小企業・小規模事業者の取り組みを支援します。

●補助対象事業　①新製品・新サービス開発　②販売促進　③店舗改修　④人材確保　⑤設備投資 
　　　　　　　　　※市内事業者への発注を原則とします。
　　　　　　　　　※「人件費」や「消耗品費」など補助金の対象とならない経費があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、市ホームページでご確認ください➡
●補助対象事業者　市内に主たる事業所を有する中小企業および小規模事業者 

対象事業者

中小企業

小規模事業者

補助率 

３分の２

４分の３

補助金額

上限50万円

上限30万円 

●申請方法　　原則、メール（Pbizusapohojo@city.kushiro.lg.jp）での提出
　　　　　　となります。先着順で受け付け、予算額に到達次第終了します。郵
　　　　　　送や持参でも受け付けしますが、 受付順位は受付日の最後となりま
　　　　　　すので、あらかじめご了承ください。 
●申 請 書 　市ホームページからダウンロードしてください。または、市役所
　　　　　　本庁舎４階商業労政課、阿寒町、音別町の各行政センター地域振興
　　　　　　課、阿寒湖まりむ館で受け取ってください。 
　　　　　　市ホームページ　Nhttps://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_
       　　　　　　　　　　　　shien/shougyou/shoutengai/page00037.html
●申請期間　～６月3日㈮午後５時20分必着 

●補助率と補助上限額

家族が新型コロナウイルスに、感染した際に注意したいこと

１．窓を開けて換気
　　●定期的に２方向の窓を開け、室内の空気が外へ流れるようにすると効果的です。
２．可能な範囲で、部屋を分ける
　　●部屋を分けられない場合は、大人の場合はできるだけ離れて（２ｍ以上）過ごし、小さなお子さんや介護が必要な方の場合は、なるべく接触
　　　する時間を短くしましょう。
３．マスクを正しく着用
　　●鼻から口まで、不織布マスクでしっかり覆いましょう。ただし、２歳未満のお子さんへのマスクの着用は、窒息などの危険があるのでやめましょう。
４．こまめな手洗い、手で触れる部分の消毒の徹底
　　●手洗いは、ハンドソープを使って30秒間しっかり行いましょう。また、家族の皆さんがよく触るもの（例：ドアノブ、スイッチ、トイレ周り、
　　　階段の手すり、おもちゃなど）をアルコールなどで消毒しましょう。※新型コロナウイルスの消毒方法は市ホームぺージで紹介しています。
５．洗濯や掃除の徹底
　　●汚れた衣類やタオル、シーツなどを扱う時は、ビニール手袋とマスクを着用し、通常の洗剤で洗い、よく乾かしましょう。
６．ごみは密閉して捨てる
　　●鼻をかんだり、口を拭いたティッシュなどは、部屋に放置せず、すぐに二重にしたビニール袋に入れ、室外に出す時は密閉して捨てましょう。

　新型コロナウイルス感染症については、いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況となっています。ご自身や大切な方の健康を
守るため、家庭内で感染した方がいる場合は、次のような感染対策についてご理解とご協力をお願いします。

新型コロナワクチンの１・２回目接種がまだ済んでいない方へ

場所や日時が限られますので、
ご注意ください。

１・２回目の新型コロナワクチン接種について（※５～11歳を除く）は、下記の日程で実施します。
日時　６月12日㈰  午前９時～午後４時30分（要予約）
場所　市役所防災庁舎５階（４階に変更する場合もあります）
予約方法　電話またはインターネットでの予約となります。
※市役所窓口で直接申し込むことはできません。
●電話予約　釧路市新型コロナワクチンコールセンター（U0120-110-588）午前９時～午後７時（土、日曜日、祝日含む）
●インターネット予約　釧路市新型コロナワクチン接種予約専用インターネットページ　Nhttps://vaccines.sciseed.jp/kushiro  

問合先　市役所健康推進課（M31-4524）

４回目接種の対象となる方へ、現在接種券の発送等を準備中です。詳細が決定次第、市ホームページ、市公式LINEなどでお知らせします。


